


江差町ほか２町学校給食組合学校給食調理等業務委託のプロポーザル実施要項

平成２６年１１月２５日 
１ 目 的 
江差町・上ノ国町・厚沢部町の児童・生徒に安全・安心でより質の高い学校給食を安定的に提供できる優秀な業者を選考することを目的とする。 

２ プロポーザルの概要 
（１）プロポーザルの名称 
江差町ほか２町学校給食組合調理等業務委託プロポーザル（以下「プロポーザル」という。） 
（２）プロポーザルの方法 
公募型プロポーザル 
（３）プロポーザル参加報酬 
無 償 
（４）提案書の応募方法 
プロポーザル応募要領による。
（５）提案書の作成方法 
プロポーザル作成要領による。 
（６）提案書の提出先 
江差町ほか２町学校給食組合給食センター 
〒043－0063 江差町字南浜４１１番地
TEL 0139-52-1356 FAX 0139-52-1673

３ 委託の概要 
（１）委託業務の名称 
江差町ほか２町学校給食組合調理等業務委託 
（２）業務履行場所 
 江差町ほか２町学校給食組合給食センター 
（３）契約期間 
平成27年 4月 1日から平成29年 3月31日まで （２か年間）
（2015年4月1日から2017年3月31日まで）
（４）委託の内容 
「江差町ほか２町学校給食組合調理等業務委託仕様書」による。

（５）運営方式 
ウエット方式の施設であるが、極力ドライ方式による運営 


４ 提案書の選考 
「江差町ほか２町学校給食組合調理等業務委託業者選考委員会」の審査による。
 
５ プロポーザルに係る日程
	項       目
	日      時

	①
	実施要項等公表・募集開始 

	平成26年11月27日 (木)

	②
	実施要項配布 
	平成26年11月27日から 
平成26年12月17日までの 
開庁日の 9時から16時まで 

	③
	現地説明会 

	平成26年12月10日(水)　14時から 

	④
	応募意思表明書提出期限 
	平成26年11月27日から 
平成26年12月10日までの 
開庁日の 9時から16時まで 

	⑤
	質疑書受付期間 
（随時メールにより回答） 
	平成26年11月27日から 
平成26年12月16日までの 
開庁日の 9時から16時まで 

	⑥
	提案書提出期限 
	平成26年12月17日までの 
開庁日の 9時から16時まで 

	⑦
	選考委員会 
（第１次審査書類審査） 
	平成27年12月18日 

	⑧
	第１次審査結果通知 
	平成26年12月19日 
　

	⑨
	ヒアリング （第２次審査） 
	平成26年12月25日 
13時00分から 

	⑩
	選考委員会 
（第２次審査） 
	平成26年12月25日 
ヒアリング終了後 

	⑪
	第２次審査結果通知 
委託業者決定通知 
	平成26年12月26日 

	⑫
	業務開始準備 

	契約締結から平成27年 3月31日 

	⑬
	業務開始 

	平成27年 4月 1日 

	⑭
	給食開始（予定） 

	平成27年 4月 8日 




６ 業者の選考 
業者の選考にあたっては、「江差町ほか２町学校給食組合調理等業務委託業者選考委員会」による二段階審査（第１次審査、第２次審査において、評価項目ごとに得点化）を経て総合評価により委託業者を選考する。 

（１）第１次審査 
書類審査により、企業評価、運営内容評価、コスト評価等を実施し、第２次審査でヒアリングを求める上位４社程度（応募者数により「江差町ほか２町学校給食組合調理等業務委託業者選考委員会」によりヒアリングを求める業者数を決定する。）を選考する。 

（２）第２次審査 
第１次審査で選定された業者を対象に、第２次審査を実施する。第２次審査は、課題に対する提案について、選考委員によるヒアリングで評価する。

（３）ヒアリング内容 
ヒアリングの案内は、第１次審査結果通知により通知する。 
① 提案内容の説明 
ア プロポーザル提案書に基づく説明  
イ 提出した会社概要及び特にアピールしたい提案等についての説明 
※ 追加資料を用いることはできません。 
（時間１５分程度） 
② 質疑応答 時間１０分～１５分程度 
③ 出 席 者 ３名以内 

（４）審査結果の通知 
[bookmark: _GoBack]① 第１次審査の結果は、平成27年12月19日に電話で連絡し、文書で通知する。また、上位４社程度については、ヒアリングの時間を連絡する。
② 第２次審査の結果は、平成26年12月26日に電話で連絡し、文書で通知する。 

（５）選考委員 
　　　 ア　江差ほか２町学校給食組合　副組合長
イ　江差ほか２町学校給食組合教育委員会　教育委員長
ウ　江差ほか２町学校給食組合運営委員会　会長（南が丘小学校校長）
エ　江差ほか２町学校給食組合教育委員会　教育長（江差町教育委員会　教育長）
オ　厚沢部町教育委員会　教育長
カ　上ノ国町教育委員会　教育長
キ　江差町教育委員会　学校教委課長 

（６）評価項目及び審査基準 
① 評価項目：企業に対する評価３項目（配点３０点）、運営内容に対する評価４項目（配点５０点）及びコストに対する評価１項目（配点２０点）の計８項目（配点合計１００点）とします。
	評 価 項 目 
	配点
	評 価 の 着 眼 点 

	企業に対する評価点
（30点）
	企業理念等
	5点
	学校給食に対する基本的な考え方や理念が、本業務の委託趣旨や内容に合致しているか 

	
	経営状況等
	10点
	経営方針や経営姿勢から、今後の事業展開に関して発展性や将来性がうかがえるかなど 

	
	業務受託実績
	15点
	学校給食施設や集団調理施設等での調理業務受託実績について、本業務を受託する際の信頼性や確実性がうかがえるか 

	運営内容に対する評価点 
（50点） 

	給食調理業務　
	10点
	食品衛生の観点から、給食調理業務の進め方、業務マニュアルの作成、業務上の課題の検討・改善等について、具体的な提案がなされているかなど 

	
	衛生管理体制
	15点
	衛生管理の体制について、マニュアルの作成や緊急時における対応について、具体的かつ優れた提案がなされているかなど 

	
	調理体制
	15点
	調理従事者の配置・代替体制について、円滑な業務遂行に必要と思われる組織体制の構築及び維持等について、具体的かつ優れた提案がなされているかなど 

	
	指導研修体制
	10点
	調理従事者に対する巡回指導及び研修計画、受託から給食開始までの研修計画など、具体的かつ優れた提案がなされているかなど 

	コストに対する評価点 
（20点） 
	受託コスト
	20点
	提案内容と価格を比較した場合、本業務の目的達成への寄与度が優れているかなど 


② 審査基準：各評価項目について、提案内容の優劣に応じてA～Eまで5段階の評価を行い、それぞれの評価に応じた係数を乗じ、その結果を評価点（小数点以下第2位を四捨五入）としました。  
	評      価
	係 数 

	Ａ 
	非常に優れている、画期的である等 
	×1.0 

	Ｂ 
	優れている、実現性や寄与度が高い等 
	×0.85 

	Ｃ 
	やや優れている、見るべき点がある等 
	×0.7 

	Ｄ 
	一般的である、特に過不足ない等 
	×0.55 

	Ｅ 
	更に説明が必要である、熟度不足等 
	×0.4 


７ 要領及び仕様書の請求方法 
「江差町ほか２町学校給食組合調理等業務委託のプロポーザル応募要領」、「江差町ほか２町学校給食組合調理等業務委託のプロポーザル作成要領」、「江差町ほか２町学校給食組合調理等業務委託仕様書」の請求方法は、実施要項５ ②に定める期間中に、直接江差町ほか２町学校給食センターで受領するか、「プロポーザル実施要領希望」と明記した封筒に返信用封筒（送付先明記、切手貼付）を同封し、郵送（ただし、提案書提出期限に間に合わない場合が生じても、本町は責任を負わない。）で請求するか、もしくは、下記の江差町ホームページからダウンロードするものとする。なお、郵送中の事故に伴う損害に関しては一切の責任を負わない。 

記

　江差町ホームページアドレス　：wwwｗ.hokkaido-esashi.jp


８ その他 
①契約候補者として決定後に不適格であると認められた場合には、契約を締結しない場合がある。なお、契約を締結しないことによる補償は行わない。
　　②本調理業務委託に係る予算は、平成２７年度予算成立を前提としており、成立しない
場合は、本調理委託業務は実施しない。
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